
�
2010.6.1  広 報 あ ら お

■ 主 要 道 路 の 清 掃
　●実施日時　6 月 2 日 （水） 午後 2 時～

　　※小雨決行、 雨がひどい場合は中止

　●集合場所　市役所玄関前

　●軍手 ・ ごみ袋は配布します。

　●実施道路

　　①県道荒尾 ・ 平山線…上小路～庄山

　　②市道増永 ・ 緑ヶ丘線…市屋ガード～緑ヶ丘小下

　　③国道 389 号線…四ツ山～牛水下

　　④県道金山 ・ 三池線…上井手～金山信号前

　　⑤県道荒尾 ・ 長洲線…唐池～野原信号

　　⑥国道 208 号線…原万田～金山

　　⑦県道荒尾 ・ 南関線…万田西～元村

　　⑧市道牛水 ・ 高浜線…牛水～高浜

　　⑨市道川後田 ・ 府本線…中央東～府本信号

　　⑩市道大谷 ・ 長洲港線…大谷～桜山信号

　　⑪市道樺 ・ 小岱山線…府本～樺

　●参加人員　建設業協会 ・ 道路沿線住民 ・ 団体事業

　所 ・ 市職員

■ 環 境 美 化 行 動 の 日

6 月 13 日 （日） 小雨決行
※当日確認☎ 63-1370、雨がひどい場合は中止

　▼あらおシティモール、 運動公園周辺の市民参加に

　よる清掃活動

　　●受付時間　午前 8 時～８時 30 分

　　●集合場所　観光物産館玄関前

　　●開会式　午前８時 30 分

　　●美化行動時間　午前 9 時～午前 10 時 30 分　（清

　　　掃作業後流れ解散）

　　●参加方法　自主参加

　　※軍手 ・ ごみ袋は配布します。

　▼各家庭および地域周辺の清掃

　　 ・ 国では、 毎年 6 月を 「環境月間」 と定め、 さら

　　に 6 月 5 日を 「環境の日」 としています。

　　 ・ 本市でも 6 月を 「環境美化の月」 と設定し、 地

　　　域住民の環境美化活動を推奨しています。

　　 ・ 本市では、 「きれいな住みよいまちづくり」 を目　

　　指していますので、 各家庭および地域周辺 （各地

　　区公園） などの自主清掃をお願いします。
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■ 環 境 美 化 功 労 者 の 表 彰 式
　●日時　６月 25 日 （金） 午前９時 30 分

　●場所　市役所２階　市長公室

　　永年ボランティアとして環境美化作業を実施している　

　団体および個人に対して表彰します。

■ 全 国 ご み 不 法 投 棄 監 視 ウ ィ ー ク
　●期間　5 月 30 日 （日） ～ 6 月 5 日 （土）

　　荒尾市でも 5 月 30 日～ 6 月 5 日を不法投棄監視ウ

　ィークとして監視活動を実施します。

■ 市 庁 舎 に 啓 発 看 板 の 設 置

（ 市 役 所 前 バ ス 停 付 近 ）
　　市民の皆さんに 「環境美化の月」 をＰＲし、 環境問　

　題に対する責任と自覚を促すとともに、 将来に向かって

　よりよい環境を創出するための努力と決意を示します。

6 月 は 『 環 境 美 化 の 月 』 で す ！ 各 種 行 事 を 行 い ま す
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●介護保険料は所得などに応じて個人ごとに７段階 （８区分） に分かれて

います。

所得段階 対象者
保険
料率

年間保険料
（ ） は月額

実際の支払金額
（普通徴収の場合）

第 1段階

生活保護受給者

0.5
29,400 円
（2,450 円）

1 期

2～ 10 期

3,300 円

2,900 円

世 帯 全 員
が 市 民 税
非課税

老齢福祉年金受
給者

第 2段階

前年の合計所得額
と課税年金収入な
どの合計が 80 万
円以下の人

0.62
36,360 円
（3,030 円）

1 期

2～ 10 期

3,960 円

3,600 円

第 3段階

前年の合計所得額
と課税年金収入な
どの合計が 80 万
円を超える人

0.75
44,040 円
（3,670 円）

1 期

2～ 10 期

4,440 円

4,400 円

第 4段階

世帯の誰か
に市民税が
課税されて
いるが、 本
人は非課税

前年の合計所得額
と課税年金収入な
どの合計が 80 万
円以下の人

0.9
52,920 円
（4,410 円）

1 期

2～ 10 期

6,120 円

5,200 円

前年の合計所得額
と課税年金収入な
どの合計が 80 万
円を超える人

1.0
[基準額 ]

58,800 円
（4,900 円）

1 期

2～ 10 期

6,600 円

5,800 円

第 5段階

本人が
市民税課税

前年の合計所得額が
125万円未満の人

1.2
70,560 円
（5,880 円）

1 期

2～ 10 期

7,560 円

7,000 円

第 6段階
前年の合計所得額
が 125 万円以上
200 万円未満の人

1.25
73,440 円
（6,120 円）

1 期

2～ 10 期

7,740 円

7,3000 円

第 7段階
前年の合計所得額が
200万円以上の人

1.5
88,200 円
（7,350 円）

1 期

2～ 10 期

9,000 円

8,800 円

　介護保険は、 介護や見守りなど

の支援が必要となった人が安心し

て自立した生活が送れるよう、 社

会全体で支える制度です。 納め

ていただく保険料は介護保険の

大切な財源です。 皆さんのご理

解とご協力をお願いします。

[ 問 ] 健康生活課　☎ 63-1418

　65 歳以上で、 介護保険料を普

通徴収 （納付書や口座振替） で

納めている人へ、 6 月中旬に平

成 22 年度の納付通知書をお送り

します。

　※介護保険料を特別徴収 （年

金からの天引き） で納めている人

には、 住民税確定時期の都合に

より 10 月初旬に決定通知書をお

送りします。

介護保険料 22 年度の納付通知書を 6 月中旬に送付します

Informations


